
防府市ホームページ広告掲載取扱要領 
 
 
 

（趣旨） 
 

第１条 この要領は、防府市広告掲載事業実施要綱（以下「要綱」という。）

に基づき、防府市（以下「市」という。）が管理するホームページ（以下

「市ホームページ」という。）への広告掲載について、必要な事項を定める

ものとする。 

（広告の掲載位置及び枠数） 
 

第２条 広告の掲載位置は、原則として市ホームページのトップページのう

ち、市長が指定する場所とする。 

２ 広告の募集枠は１５枠以内とする。 
 

（広告の規格等） 
 

第３条 広告を掲載することができる広告枠の規格は次のとおりとする。 
 

(１) 大きさ 縦６０ピクセル 横１４５ピクセル 
 

(２) 形式 ＧＩＦ（アニメーション可）、ＪＰＥＧまたはＰＮＧ 
 

(３) 容量 ５ＫＢ以下 
 

(４) リンク先は広告主の web ページとする。 
 

２  広告のデザインは、文字色と背景色のコントラストを十分にとり、背景

に画像等を使用する場合は文字を縁取るなどして、文字を読みやすくする

よう配慮しなければならない。また、文字やイラスト等の解像度について

は、適切な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。 

３ 広告画像には次に掲げる表現を含んではならない。 
 

(１) 閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれ

のあるもの 

（例）「開く」「閉じる」「いいえ」「キャンセル」等の操作手順を示す

表現 

(２) アラートマークを模した表現 
 

(３) チェックボックスまたはラジオボタンを模した表現 
 

(４) 実際には機能しないもの 



（例） 入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるよ

うに見えるプルダウンメニュー等 

(５) 閲覧者が市に関する情報と錯誤したり、市ホームページの一部と混

同したりするおそれのあるもの 

（例）「施設情報」「採用情報」等の表現、市ホームページと同様の配

色による表現等 

(６) その他広告の表現として市長が不適当と判断するもの 
 

（掲載決定順序） 
 

第４条 掲載申込みのあった広告が市ホームページ上の広告枠の数を超える

場合は、次に定める順序により掲載する広告を決定する。 

(１) 国又は地方公共団体の広告 
 

(２) 国又は地方公共団体が出資し、又は出えんする法人及び団体の広告 

(３) 公益法人及び公益的団体の広告（前号に掲げるものを除く。） 
 

(４) 法人（前号に掲げるものを除く。）又は事業を営む個人であって市

内に事業所、事務所等を有するものの広告 

(５) 法人（前２号に掲げるものを除く。）又は事業を営む個人であって

市内に事業所、事務所等を有しないものの広告 

(６) 前各号に掲げるもの以外の広告 
 

（広告の掲載料及び掲載期間） 
 

第５条 広告掲載料は、広告１枠あたり月額３，０００円に消費税及び地方

消費税相当額を加算した額とする。 

２ 広告の掲載期間は１か月単位とする。 

（広告の掲載申込み） 
 

第６条 広告の掲載を希望する者（以下「広告主」という。）は、要綱第６

条の規定に基づき、次に掲げるものを防府市ホームページ広告掲載申込書

（第１号様式）、市税等の納付状況調査の同意書（第２号様式）及び暴力

団等の排除に関する誓約書（第３号様式）に添えて、市長が指定する期日

までに申し込まなければならない。ただし、広告掲載希望者が国、地方公

共団体若しくは防府市外に居住する者又は事業所等を有するものに該当す



るときは、市税等の納付状況調査の同意書（第２号様式）の提出を省略す

ることができる。 

(１) 第８条に規定する広告原稿 
 

(２) 広告主の事業概要がわかるもの 
 

（広告掲載の審査及び決定） 
 

第７条 市長は、第６条の規定による掲載申込みがあったときは、提出さ

れた原稿を要綱第８条の規定に基づき設置された審査委員会において審

査し、広告掲載の可否を防府市ホームページ広告掲載可否決定通知書（第

４号様式）により広告主に通知しなければならない。 

２  市長は、必要と認めるときは、広告主に対し新たな資料の提出を求め

ることができる。 

３  市長は、提出のあった画像データやリンク先ＵＲＬ等の資料（以下

「原稿等」という。）が適当でないと認めたときは、広告主に対し修正

を指示することができる。 

（広告原稿の作成及び提出） 
 

第８条 広告主は、原稿等を自己の負担により作成し、市長が指定する期日

までに、市長が指定する方法により提出しなければならない。 

（広告の変更等） 
 

第９条 広告主は、１か月を単位として、掲載する広告またはリンク先ＵＲ

Ｌ（以下「広告等」という。）の変更を求めることができる。 

２  前項の規定による広告等の変更は、月の初日に行うものとする。ただ

し、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。 

３  第１項の規定により広告等の変更を求めるときは、変更後の広告等掲

載を希望する月の前月３日までに、変更された原稿等を防府市ホームペ

ージ広告掲載申込書（第１号様式）に添えて提出し、市長の承認を得な

ければならない。 

（広告掲載の取消） 
 

第 10条 市長は、次の各号いずれかに該当する事由が発生したときは、該当

広告掲載を取り消すことができる。 



(１) 広告主が指定期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。 
 

(２) 広告主が指定期日までに広告原稿を提出しなかったとき。 
 

(３) 広告主及び広告内容が要綱第４条の規定に該当することとなった

とき。 

(４) (１)から(３)までに掲げるもののほか、市長が広告掲載にかかる

事業の進行の支障があると認めたとき。 

（広告掲載料の納入） 
 

第 11条 広告主は、掲載期間分の広告掲載料を市長が指定する期日までに市

が発行する納付書により、一括して納入しなければならない。 

（広告掲載料の還付） 
 

第 12条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、市の責めに帰すべき

事由により広告の掲載ができなくなった場合はこの限りでない。 

２  広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止される場

合があることをあらかじめ了承し、広告の掲載停止による掲載料の還付、

損害賠償等を市に請求しないものとする。 

(１) 機器等の保守または工事を行う場合 
 

(２) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合 
 

（広告主の責務） 
 

第 13 条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの

内容その他の広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を追

うものとする。 

２  広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理、第三者に不

利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。 

３  広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の

責任及び負担において解決しなければならない。 

４ 広告主は、市ホームページへの広告掲載の権利を譲渡してはならない。 

５  広告主は、指定したリンク先のホームページにおいて、次に掲げる事

項を明示し、責任の所在を明らかにしなければならない。 

(１) 広告主の法人格及び法人名（法人格を有しない団体及び個人の場合 



は、代表者の氏名） 

 

(２) 広告主の所在地又は住所 
 

(３) 広告主の連絡先の電話番号（固定電話の番号を明示するものとし、

携帯電話又はＰＨＳの番号のみの記載は認めない。） 

（その他） 
 

第 14条 この要領に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この要領は、平成２４年２月９日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２５年１２月１１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年２月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年７月１０日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年９月３日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年２月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年１０月１日から施行する。 

 

 



（第１号様式）  
 
 
 

防府市ホームページ広告掲載申込書 
 

 
 
 

年 月 日 
 

 
 
 

（宛先）防府市長 
 
 

 
広告主 所在地又は住所  

事業所商号又は名称 

 代表者職氏名  

担当者／部署 

連 絡 先 

 
 

 
防府市広告掲載事業実施要綱及び防府市ホームページ広告掲載取扱要領を

遵守し、次のとおり申し込みます。 

 
 
 

記 
 
 
１ 広告媒体 防府市ホームページ 

 
 
２ 掲載期間 年 月 日から 年 月 日まで 

 
 
３ リンク先  

 
 
４ 添付書類等 

・広告原稿（案） 

・広告主に係る市税等の納付状況調査の同意書（第２号様式） 

・広告主に係る暴力団等の排除に関する誓約書（第３号様式） 

・広告主の事業内容等を明らかにする書類 
 
 
５ 備考 



（第２号様式）  
 

 
 

同   意   書 
 

 
 
 

年 月 日 
 

 
 
 

（宛先）防府市長 
 

 
 
 

広告主 所在地又は住所  

事業所商号又は名称 

 代表者職氏名  

 生 年 月 日  年 月 日 

 
 

 
広告掲載希望者（法人の場合は代表者を含む。）は、防府市ホームページ

広告掲載の申込みにあたり、防府市広告掲載事業実施要綱第４条第４項の市

税等の公金滞納の有無を確認するため、納付状況調査を行うことに同意しま

す。 
 

 
公金の種類 

・市税 ・国民健康保険料  ・介護保険料  ・市営住宅使用料 

・水道料金  ・下水道使用料  ・下水道受益者負担金 
 

 
 
 
※この同意書は、公金納付状況調査以外には使用しません。 

※代表者職氏名欄の記載にあたっては、押印（法人の場合は代表者印）、署名

（法人の場合は代表者の署名）または記名のみのいずれかを選択できます。

記名のみの場合は、電話等により同意の意思を再確認します。 

 

 

納付状況調査の同意 再確認 

（代表者職氏名欄が記名のみの場合） 
 

 

 



（第３号様式）  

暴力団等の排除に関する誓約書 

 
   年   月   日 

 

 

防府市長 様 

広告主 所在地又は住所  

事業所商号又は名称 

 代表者職氏名  

担当者／部署 

連 絡 先 

 

 私は、防府市が防府市暴力団排除条例（以下「条例」という。）に基づき、

市の事務又は事業により暴力団を利することとならないようにするため、暴力

団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約等から

排除していることを認識した上で、これを了解し、下記事項について、誓約い

たします。 

 なお、これらの事項と相違することが判明した場合には、契約解除等の防府

市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 

 また、誓約事項の確認のため、防府市が山口県警防府警察署等に対し、関係

情報の照会を行うことについて承諾します。 

記 

１ 次のいずれにも該当いたします。 

（１）代表者又は個人が条例第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力

団員」という。）ではないこと。 

（２）法人である場合の役員又は使用人若しくは個人である場合の使用人の

うちに暴力団員に該当する者がいないこと。 

２ １の各号に該当するものが条例第２条第１号に規定する暴力団若しくは暴

力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

以上 

 



（第４号様式）  

第 号 
年 月 日 

 
 

様 
 
 

防府市長 □印 
 

 
 
 

防府市ホームページ広告掲載可否決定通知書 
 

 
 
 

年  月  日付けで申し込みのあった防府市ホームページへの広告

掲載について、次のとおり（□掲載する□掲載しない）ことと決定したので、

通知します。 
 

 
記 

 

 
 
 

１ 掲載期間 
 

 
年 月 日から 年 月 日まで 

 
 

２ リンク先 
 
 
 
３ 掲載条件 

防府市広告掲載事業実施要綱及び防府市ホームページ広告掲載取扱要領

に従うこと。 
 

 
４ 留意事項 

広告内容等の変更を希望する場合は、遅くとも当該変更日の一月前まで

に再度広告掲載申込書を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 


